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鴻巣市役所財務部税務課

〒３６５－８６０１ 埼玉県鴻巣市中央１番１号

電 話（０４８）５４１－１３２１（代表）内線２２５４～２２５７

給与支払報告書の提出先・問い合わせ先

令和６年度 個人市民税・県民税

給与支払報告書（総括表）の作成と提出の手引
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1. 個人別明細書と総括表を提出していただく方
令和５年中に従業員等に給与等（給料・賃金・賞与等をいいます。）の支払いをした方で

す。給与支払報告書（個人別明細書）は、市民税・県民税の課税資料となります。

支払金額の多少を問わず、すべての受給者（年末調整の対象とならない者、日雇、パー

トタイム、アルバイト、中途退職者等を含む）について提出してください。

外国籍の労働者を雇用している場合も、必ず提出してください。

※令和 3年 1月 1日以降提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の
源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が 100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディス
ク等による提出が義務付けられます。

2. 提出先
給与支払報告書は、受給者の令和６年 1月 1日現在（退職した方は退職時）の住所地（居
住地）に提出してください。

また、転居したにもかかわらず、住民票の手続きをしないで居住していますと、住民登

録のある市町村と実際の居住地のある市町村との二重課税になるなどの問題が出る可能性

がありますので、実際に住んでいる市区町村へ住民登録をするようご指導ください。

3. 提出期限
令和 6年 1月 31日（水）厳守
※期限までに提出されない場合は当初の課税に間に合わないことがあります。

4. 給与支払報告書を提出する際の注意点
1. 総括表・普通徴収切替理由書を添付してください

Ÿ 個人別明細書は受給者 1人につき 1枚作成し、次の順に並べて提出してください。
① 総括表 ②特別徴収者 ③普通徴収切替理由書 ④普通徴収者

Ÿ 個人別明細書・総括表の用紙は、左上に⑥・令和 6年度と記載のあるものを使用
してください。古い年度の用紙は、様式が違うため絶対に使用しないでください。

Ÿ 所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の個人市民税・県民税を給与から

天引きして納めること（特別徴収）とされています。（地方税法３２１条の３①）

Ÿ 普通徴収該当理由に該当し、普通徴収とする方がいる場合は、普通徴収切替理由

書に符号（普 A、普 Bなど）ごとの人数を記入し、提出をお願いします。併せて
個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由書の符号（普Ａ、普Ｂなど）を記入し

てください。

Ÿ 総括表を郵送していない事業所は、様式を鴻巣市ホームページより印刷し、ご使

用ください。
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2. 給与の支払いを受けた方全員分の提出をお願いします

Ÿ パートやアルバイトの方、または年末調整の不要な給与支払金額が 2千万円を超
える方も給与支払報告書の提出が必要です。

Ÿ 退職した方で、支払金額が 30万円以下の方は報告の義務はありません（地方税法
317条の６③）が、公平・適正な課税のために提出をお願いします。

Ÿ 支払金額が法人役員 150万円、一般の受給者 500万円を超える方等については、
税務署に源泉徴収票の提出が必要となりますので、個人別明細書(4枚綴り)を使用
してください。

3. 個人別明細書の記入について ※印字のズレや不鮮明がないようにしてください

① 『住所』欄には、令和６年 1月 1日の住所を本人にお確かめのうえ記入してくだ
さい。方書又はアパート名等についても記入してください。

② 『氏名』欄には、受給者の氏名及びカタカナでフリガナを必ず記入してください。

③ 『受給者番号』欄には、給与等の支払者が受給者ごとに数字・英字及びハイフン

の番号を採用している場合は、その番号を記入してください。特別徴収税額決定

通知には 30桁以内で表記されます。
④ 『個人番号』欄には受給者の個人番号を記入してください。

⑤ 中途就職者については、合算されている他給与分の支払金額、徴収した税額、給

与等から控除した社会保険料の金額、他の支払者の所在地、氏名又は名称、他の

支払者のもとを退職した年月日を『摘要』欄に記入してください。

⑥ 『受給者生年月日』欄には、受給者の生年月日を必ず記入してください。

⑦ 『支払者』欄の「個人番号」または「法人番号」は必ず記載してください。

⑧ 『生命保険料の控除額』欄には、生命保険料控除額の記入とともに、各保険（一

般の生命保険料〔新・旧〕、個人年金保険料〔新・旧〕、介護医療保険料）の種類

ごとの支払額の欄も必ず記入してください（記載のない場合は、問い合わせさせ

ていただくこともあります。）。

その他書き方は≪記載例≫をご参照ください。また、年末調整等に関するお問い合わせ

につきましては、お近くの税務署までお願いします。

税制改正に伴い、令和 3年度より提出していただく個人別明細書様式に変更箇所があ
ります。以下の項目に該当がある場合は、記入または○をお願いします。

Ÿ 基礎控除の額

※ 48万円の場合は記載不要です。32万円、16万円、なし の場合、320,000、
160,000、0と記入してください。

Ÿ 所得金額調整控除額

Ÿ 寡婦、ひとり親



※ ※

※　区分 （受給者番号）

内 千 円 千 円 千 円 内 千 円

千 円 人 内 人 人 人 内 人 人 人

内 千 円 千 円 千 円 千 円

円 円 円 円 円

年 月 日 円

円 年 月 日 円

円 円 円

円 円

※　　種　　　　　　別 ※　　　　整　理　番　号

123-456-789
（個人番号）

（役職名）

(フリガナ) コウノス    　タロウ

種　　別 支　　払　　金　　額
給与所得控除後の金額

（調整控除後）
所得控除の額の合計額 源　泉　徴　収　税　額

(源泉)控除対象配偶者 控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。) 障害者の数（本人を除く。）

の有無等 老人 特　　定 老　　人 その他 特　別 その他

有 従有 従人 従人 従人

社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額

(摘要)

（フリガナ） コウノス　ハナコ

（フリガナ） コウノス　イチロウ （フリガナ） コウノス　ジロウ

（フリガナ） （フリガナ）

（フリガナ） （フリガナ）

（フリガナ） （フリガナ）

本人が障害者

(電話)
           （摘要）に前職分の加算額、支払者等を記載してください。

⑥

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

氏
　
名 鴻巣　太郎

給料・賞与 5 400 000 3 880 000 2 765 000 0
配偶者（特別）
控　除　の　額

16歳未満扶

養親族の数

非居住者で

ある親族の

数

380 000 1 1

1150 000 110 000 15 000 64 250
普Ｆ（Ｒ５．３．３１　退職）

前職　給与支払1,000,000円　社保100,000円　源泉53,000円
○○県○○市○○２丁目１番１号　有限会社○○　Ｒ５.3.31退職

生命保険料の金額の内訳
新生命保険料

の金額
旧生命保険料

の金額 100,000
介護医療保険

料の金額 15,000
新個人年金保
険料の金額

旧個人年金保
険料の金額 80,000

住宅借入金等
特別控除の額

の内訳

住宅借入金等特別
控除適用数 1

居住開始年月
日(1回目) 28 5 20

住宅借入金等特別
控除区分(１回目) 住（特）

住宅借入金等年

末残高(１回目) 21,000,000

住宅借入金等特別
控除可能額 210,000

居住開始年月
日(2回目)

住宅借入金等特別
控除区分(２回目)

住宅借入金等年

末残高(２回目)

（源泉・特別）
控除対象
配偶者

区
分 配偶者の

合計所得

国民年金保
険料等の金

額

旧長期損害
保険料の金

額氏名 鴻巣　花子
850,000

150,000 60,000

個人番号 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
基礎控除の

額
所得金額調
整控除額

1

区
分

1

区
分

5人目以降の控除対象扶

養親族の個人番号

氏名 鴻巣　一郎 氏名 鴻巣　二郎

個人番号 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 個人番号 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

2

区
分

2

区
分氏名 氏名

個人番号 個人番号

3

区
分

3

区
分

5人目以降の16歳未満の

扶養親族の個人番号

氏名 氏名

個人番号 個人番号

4

区
分

4

区
分氏名 氏名

個人番号 個人番号

未
成
年
者

外
国
人

死
亡
退
職

災
害
者

乙
　

欄

寡
婦

ひ

と

り

親

勤

労

学

生

中途就・退職 受　給　者　生　年　月　日
特
　

別

そ
の
他 就職 退職 年 月 日 元号 年 月 日

○ 5 4 1 昭和 44 4 4

個人番号又は
法人番号 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 (右詰で記載してください)

住所(居所)
又は所在地

○○○県○○市○○１丁目１番１号　○○ビル３階

氏名又は名称 ○○○株式会社 ○○○-○○○-○○○○

給
与
支
払
報
告
書

(

個
人
別
明
細
書

)

支払を
受ける

者

住
　
所

鴻巣市中央１－１　鴻巣マンション１０１号室

控
除
対
象
扶
養
親
族

1
6
歳
未
満
の
扶
養
親
族

(

市
区
町
村
提
出
用

)

支
　
払
　
者

令和６年１月１日現在の住所地（居住地）

を記入してください。

支払者の法人番号（個人事業者は個人番号）

 
≪記載例≫
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5. 個人事業主の方への注意点
● 給与支払者の個人番号を記入される方は、番号確認と身元確認の両方が必要なため、

下記のいずれかの写しをそれぞれ同封してください。

①番号確認書類

個人番号カード、通知カード、番号記載の住民票

②身元確認書類

個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、年金手帳、公的医療保険の被

保険者証、在留カードなど

※被保険者証は、記号・番号、保険者番号をマスキング（黒塗り等）してください。

6. 給与支払報告書提出後の注意点
l 給与支払報告書の提出後に追加分及び訂正分が発生した際は、追加・訂正の別及び徴

収方法を総括表または個人別明細書に明記して、再提出してください。

l 給与支払報告書を「特別徴収」で提出後、転勤・退職等により、給与の支払を受けな

くなった方がいる場合は、『給与所得者異動届出書』を提出してください。 

l 給与支払報告書を「普通徴収」で提出後、特別徴収へ変更になった場合は、『特別徴

収切替届出（依頼）書』を提出してください。

7. その他
平成 27年度から、埼玉県と県内すべての市町村では、個人住民税の給与からの特別徴
収を徹底しております。そのため、普通徴収に該当する方がいる場合は、普通徴収切

替理由書の提出をお願いします。提出がない場合は、原則特別徴収となります。
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8. 総括表の書き方
昨年、鴻巣市に紙媒体にて給与支払報告書を提出された事業所（eLtaxと電子媒体等で提
出された事業所は除く）には提出用総括表を発送しています。この総括表には、数字 7桁
の「指定番号」、所在地、名称等が印字されています。

なお、印字されている給与支払者の所在地、名称又は氏名に変更がある場合には、該当

箇所を朱書で訂正してください。鴻巣市の指定番号が無い事業所については「新規」とご

記入ください。

鴻巣市の提出用総括表がない場合は、鴻巣市税務課のホームページから様式をダウンロ

ードしてご利用ください。

必ず合計欄と個人別明細書の人員数を確認のうえ提出してください。

① 『給与支払者』の『２ 個人番号又は法人番号』欄には給与支払者の個人番号又は法人

番号を記入してください。

② 『１１ 報告人員』欄には、鴻巣市に提出する個人別明細書の数を特別徴収者分と、普

通徴収者分に分けて記入してください。※普通徴収切替理由書も併せて提出してくだ

さい。

③ 『７ 連絡者の係及び氏名並びに電話番号』欄には、この給与支払報告書の問合せ先と

して、所属課、氏名、電話番号を必ず記入してください。

④ 『納入書』欄には、要か不要を○で囲ってください。 
 

 

その他書き方は≪記載例≫をご参照ください。

9. 普通徴収切替理由書の書き方
普通徴収切替理由書記入上の留意事項

・普Ａ欄の人数は、総従業員のうち、普Ｂ～Ｅの普通徴収該当理由者を除いた人数が２名

以下の場合について、令和６年 1月 1日現在鴻巣市在住の方の人数を記入してください。
・普Ｂ欄の人数は、他の事業所で特別徴収の方（乙欄該当者）を記入してください。

・普Ｃ欄の人数は、給与が少なく税額が引けない方（年間の給与支給総額が 93万円以下）
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を記入してください。

・普Ｄ欄の人数は、給与の支払が不定期の方を記入してください。

・普Ｅ欄の人数は、事業専従者の方で普通徴収とする方を記入してください（個人事業主

の場合のみ）。

・普Ｆ欄の人数は、退職者（予定者含む）以外にも休職等により給与の支払いを受けてい

ない人も含みます。

・特別徴収対象者として提出のあった場合でも、鴻巣市が確認した結果、他の事業所で特

別徴収があることが判明した場合には、普通徴収の決定をすることがあります。



追　加

訂　正

２　 個　人　番　号
又 は 法 人 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

３　郵　便　番　号

（ フ リ ガ ナ ）

4

 所　 在　 地

（　 住　 所　 ） 特 別 徴 収
（給与天引）

在職者 ８　人

退職者 １　人
５　　名　　称
　（　氏　名　）

６ 代 表 者 の
　職　氏　名　

１０　人

(

上尾
税務署

①

②

③

④

⑥

⑦

　令和　　6年　　　1月　　31日　提出 特別徴収義務者指定番号

３６５－８６０１

サイタマケンコウノスシチュウオウ

 電話　　０４８－●●●－１１１１

株式会社　◆◆商事

代表取締役　　〇〇　〇〇 報告人員の合計

12
 所　轄　税　務　署

（名称）

　　　　　鴻巣銀行

     (  ０４８  )　●●●－１２３４　　番 内線（　 １００　）

★★会計事務所

     (  ０３　  )　●●●－４３２１　　番 

　*普通徴収とする場合は、普通徴収切替理由書の提出が必要です。

　追加報告のときは「追加」、訂正の場合は「訂正」とそれぞれ〇で囲んでください。

　「１給与の支払期間」欄には、「11報告人員」に給与を支払った期間を記載してください。

　「２個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するため

　の番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第１５

　項に規定する法人番号をいう。）を記載してください。なお、個人番号を記載する場合は、左側を１文字空け

　て記載してください。

　「７連絡者の係及び氏名並びに電話番号」欄には、報告書について応答する者の氏名、所属課、係名及びそ

　の電話番号を記載してください。

　「１０受給者総人員」欄には、１月１日現在において給与の支払をする事業所、事業所等から給与等の支払を

　受けている者の総人員を記載してください。

　「１１報告人員」欄には、提出先の市区町村に対して「給与支払報告書（個人別明細書）」を提出する人員

　（退職者人員を含む。）を延べ人数で記載してください。なお、普通徴収とする場合は、普通徴収切替理由

　書の提出が必要です。

令和　6　年度（令和5年分）　　給与支払報告書（総括表）
1月31日までに提出してください。

(宛先）　埼玉県鴻巣市長 1234567
１　給　　　与　　　の
　　支 　払 　期 　間 令和　5年　　１月分から　１２月分まで

 ９
 事　業　種　目

小売業

給
与
支
払
者

埼玉県鴻巣市中央1丁目1番地
 １０
 受 給 者 総 人 員

５０　人

11（ フ リ ガ ナ ） カブシキガイシャ　◆◆ショウジ
普通徴収

（個人納付）
報
告
人
員

退職者
を除く １　人

特
別
徴
収
義
務
者

７ 連 絡 者 の
係　及　び　氏
名　並　び　に
電　話　番　号

　人事課          給与 　　係 　氏名 　□□　□□
13

 払 込 を 希 望
 す る 金 融 機
 関 の 名 称 及
 び　所　在　地

（所在地）

埼玉県鴻巣市銀座１
丁目１番１号

   8
　　会 計 事 務 所
　　等 の 名 称 及
　　び 電 話 番 号 納入書 要　・　不要

≪記載例≫
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鴻巣市 指　　定　　番　　号

符号 人数

普 Ａ 人

普 Ｂ 人

普 Ｃ １人

普 Ｄ 人

普 Ｅ 人

普 Ｆ １人

２人

市　町　村　名 1234567

特　別　徴　収
義　務　者　名 株式会社　◆◆商事

普通徴収該当理由

総従業員数が２人以下の事業者（総従業員数＝「従業員総人数」-「下部Ｂ～F該当人数」）

他の事業所で特別徴収が行われている者（乙欄該当者）

給与が少なく税額が引けない者（年間の給与収入額が９３万円以下）

給与の支払いが不定期である者

事業専従者（給与支払者が個人事業主の場合のみ対象）

退職者（休職者を含む）及び退職予定者（５月末日まで）

普通徴収対象者合計人数（総括表の「普通徴収切替理由書の合計人数」欄の人数と一致します）

　　　　　　　　　普通徴収切替理由書　　　兼　仕切書
　　令和　6年　　　1月　　　31日提出

　　　　　　　　　普通徴収切替理由書兼仕切書の記載にあたっての留意事項

１．この「切替理由書」は、当面、普通徴収を認める基準を示すものです。
２．上記理由（普A～普F）に該当する場合は、特別徴収義務者からの申請に基づき、当分の間、例外として普通徴収とすること
ができます。
３．普通徴収に該当する者がいる場合は、給与支払報告書と一緒にこの切替理由書を提出してください。（切替理由書の提出
がない場合は「特別徴収」となります。）
　また、普通徴収に該当する者の「給与支払報告書（個人別明細書）」の摘要欄に、必ず上記符号（普A～普F）を記入してくださ
い。
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